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まえがき 
 

 本報告書は、雇用者の副業に関する企業の取り扱い、雇用者の副業の実態と法制度的な課

題等に関する調査研究の成果をとりまとめたものである。 

 近年、雇用者の副業に関心が集まっているが、その背景には、雇用者側の副業ニーズの高

まりと同時に、副業を可能とする就業機会の増加がある。 

 雇用者の副業ニーズを高めている要因としては、労働時間の短縮（週休 2 日制の普及など）

によって、時間的に副業の可能性が増加したこと（「週末起業」など）、本業からの収入の伸

びの低下や減少を補填する必要性が高まっていること、会社への帰属意識の低下や転職志向

が強まったことなどがある。 

 副業を可能とする就業機会の拡大としては、都市化を背景に休日や夜間にも営業を行うビ

ジネスが拡大し、短時間勤務や短日数勤務の人材ニーズが増大したことがある。 

 こうした結果、 9 時－ 5 時勤務・週 5 日勤務の雇用者が、所定労働時間・所定労働日以外

で就業する可能性が広がったのである。しかし同時に近年では、実労働時間の増大が確認で

き、副業従事の可能性を低めている。また、90年代後半における景気の低迷は、副業を可能

とする就業機会を縮小させる方向に作用した可能性もある。さらに、従来も従業員に副業を

公式に認める企業は少なかったが、とりわけ最近は、個人情報保護など企業内の情報管理の

強化が行われていることなども、それに拍車をかけている可能性がある。 

 これらの背景を考慮して、労働政策研究・研修機構は、雇用者の副業に関する以下の調査

研究を実施した。 

 第 1 に、企業が、就業規則等において副業をどのように取り扱っているのかを明らかにす

るために企業に対するアンケート調査を実施した（第 1 章）。第 2 に、「就業構造基本調査」

の公表データを時系列的に分析することで、副業従事者と副業希望者の特徴を詳細に分析し

た（第 2 章）。第 3 に雇用者を対象とするマイクロデータを再分析することで、副業に従事す

ることや副業を希望することを規定する要因を正社員と非正社員のそれぞれについて分析し

た（第 3 章と第 4 章）。第 4 に、副業を巡る労働法上の議論に関して判例を含めて整理した（第 

 5 章）。 

 本調査研究によって、雇用者の副業に関する現状がかなりの程度明確になったと思われる。

この報告書が今後の労働政策立案等に貢献することを期待する。 

 

2005年 8 月 
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